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医療法人社団 知仁会                   令和４年8月２３日発行 第２２６号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
理念 

・私たちは、患者様を身体面・精神面・社会面の三つの軸でトータルに理解し、治療と支援を行います。 
・私たちは、患者様の権利を尊重し、患者様への接遇やサービスの向上と医療の安全に尽くします。 
・私たちは、患者様の個人情報保護と企業情報保護に全力で取り組み舞う。 
・私たちは、良質で効率的な医療・看護・介護・リハビリ・福祉サービスを目指します。 
・私たちは、健全な病院経営を行います。 
・私たちは、知仁会の施設サービス・在宅サービスを通じて一生をあたたかくお世話します。 
（ターミナルケア実施） 

・私たちは、地域社会と連携し、地域社会への貢献に努力します。 
・私たちは、障がい者の人権を擁護し、差別と偏見の解消に努めます。 
・私たちは、仕事の意義を組織の一員であることを理解し、知仁会に誇りを持ち、より向上するために支え合っ
て働きます。 

患者様の権利憲章 
・個人として、その人格を尊重し、最善の医療を公平かつ安全に受ける権利があります。 
・病気、検査、治療、リハビリなどについて十分な説明を受ける権利があります。 
・患者様の個人情報、及びプライバシーは保護されます。 
・転医、転院等を希望する場合は必要な情報を提供します。また、他の医師の意見を求めたい場合は、他の医療
機関への紹介を受ける権利があります。（セカンドオピニオン） 

・診療情報の開示を推進し医療の透明性の確保に努めます。 
・良好で快適な療養環境のもとに医療を受ける権利があります。 
・精神科医療においては、精神保健福祉法に準拠した施行がなされます。 
・良質な医療男実現するために、患者様ご自身の健康に関する方法を出来る限り正確・迅速に知らせる責務があ
ります。 

・患者様自身が納得できる診療を受けるために、医療に関する説明についてよく理解できなかったことについて、
よく理解できるまで質問をする権利があります。 

・すべての患者様が快適な環境で医療が受けられるよう、病院内のルールやマナー、職員の指示をお守りいただ
く義務があります。 

 

     医療法人社団 知仁会 理事長 石井 知行 

新型コロナウイルス禍は Ba,5 型による第 7 波により急速に蔓延しています。職員は社会生

活をしているので配偶者・子供などの同居家族からの感染が目立っています。院内感染防止の

ために濃厚接触者の定義、陽性者の CT 値の取り扱い、休職期間など、国の基準よりも厳しく

しています。8 月 17 日時点において職員の濃厚接触者 113 名コロナ疑い 4 名、コロナ陽性者

11 名に達しています。しかしながら職員の発生は個別であって職場におけるクラスターは発

生していません。職員の陽性者が 1 名でも出ればその部署はアウトブレイク体制にして患者

様・職員全員の抗原・PCR 検査を施行しており、現時点においては入院患者様には陽性者が 1

名も出ていません。発熱だけでなく、のどの痛み、声がれなどの症状があれば就労後ではなく

必ず就労前に報告・検査を行うようにしてください。就労後に陽性が判明すれば、大勢の濃厚

接触者を出して大量の検査が必要となります。全国的な流行のために検査キット数もひっ迫し

ています。8 月 1 日から 8 月 17 日までのホットダイヤルへの報告件数は 88 件でした。院内感

染防止のためにはホットダイヤルを通じた報告・検査を厳密に運用していくことが重要です。 

 

 

 

新型コロナホットダイヤル ： Tel 090-7131-3844 
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日時 行事名 主催 内容 場所 

中止 盆踊り大会 レクリエーション委員会 

今年度の盆踊り大会は、新型コロナ

ウイルス感染症を考慮致しまして、

中止となりました。ご参加をご検討

いただいていた皆様には、ご迷惑を

おかけして大変申し訳ございません

が、ご理解いただきますようよろし

くお願い申し上げます。 

－ 

10 日（水） 

18 日（木） 
ワーカー研修会 

教育委員会 

医療安全管理委員会 

ゆうゆが担当となり、「褥瘡の予防と

褥瘡のある患者様の介護」というテ

ーマで研修を行いました。 

メープルホール 

25 日（木） 知仁会研修会 
教育委員会 

医療安全管理委員会 

メープルヒル病院内科 青木理恵医

師が講師となり、「急変時（緊急時）」

の対応（一時救命処置）」というテー

マで研修を行いました。 

メープルホール 

３日（水） 

17 日（水） 

摂食機能専門職 

講習会 

ＳＴ 

医療安全管理委員会 
新入職員・未受講者対象 メープルホール 

－ 
摂食機能専門職 

講習会 

ＳＴ 

医療安全管理委員会 

「修了証」更新者対象 

※自己分析シート実施 講習はなし 
言語聴覚療法室 

 

日程 部署 研修・実習内容 施設名 人数 

6 月 15 日（水）～8 月 10 日（水） ＰＴ 理学療法科実習 広島都市学園大学 1 人 

6 月 20 日（月）~8 月 5 日（金） ＳＴ 臨床実習Ⅱ 広島国際大学 1 人 

8 月 29 日（月）～9 月 2 日（金） ＰＴ 基礎臨床実習Ⅰ 県立広島大学 1 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜知仁会研修会報告＞「終末期医療について」   

 令和 4 年 7 月 28 日（木）、メープルホールにて知仁会研修会が行われました。今回は、内科 加藤礼子医

師が講師となり「人生の最終段階における医療」というテーマで研修を行いました。 

 平成 30 年 3 月 14 日に厚生労働省から「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライ

ン」の改定が発表されました。 

 主な改定ポイントは次の通りです。①病院における延命治療への対応 

を想定した内奥だけでなく、在宅医療・介護の現場で活用できるように 

見直しを実施。②心身の状態の変化等に応じて、本人の意思は変化しう 

るものであり、医療・ケアの方針や、どのような生き方を望むか等を日 

頃から繰り返し話し合うこと（＝Advance Care Planning“ACP”の取組） 

の重要性を強調。③本人が自らの意思を伝えられない状態になる前に、 

本人の意思を推定する者について、家族等の信頼できる者を前もって定 

めておくことの重要性を記載。④今後単身世帯が増える事を踏まえ③の 

信頼できる者の対象を家族から家族等（親しい友人等）に拡大。⑤繰り 

返し話し合った内容をその都度文書にまとめておき、本人、家族等と医 

療・ケアチームで共有することの重要性について記載。 

 誰もがいずれは立ち向かうであろう人生の最終段階における医療について、詳しい知識を得る機会となり、

参加した職員にとって大変参考になりました。 
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認知症に関するお困り事の相談（専門医療相談）   介護保険代行申請 

受診のご予約                   介護予防ケアプランの作成 

認知症の診断・治療                地域の健康作り・情報発信 

認知症初期集中支援チーム                  認知症カフェ オレンジカフェいこか！ 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度 広島県認知症疾患医療センター 
合同 WEBセミナーのご案内 

 

演 題：「認知症予防のための多因子介入研究（Ｊ－ＭＩＮＴ）   
～社会実装を目指して～」 

講 師：国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 

認知症先進医療開発センター長  櫻井 孝 先生 
 

日   時：令和４年９月２９日（木）１８：３０～２０：００ 

開催方法：オンライン形式（Zoom） 

共   催：広島県認知症疾患医療センター(医療法人社団和恒会 ふたば病院、医療法人大慈会 三原病院、医療法人微風会  

三次神経内科クリニック花の里、医療法人社団せがわ会 千代田病院、医療法人社団緑誠会 光の丘病院、医療法人永和会 

下永病院、医療法人社団二山会 宗近病院、医療法人社団知仁会 メープルヒル病院／東和薬品株式会社)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門医による鑑別診断及び専門外来 

月曜日～木・土曜日（金・日祝祭日休み） 

９：３０～１２：００（※予約制） 

電話相談・受診のご予約 

月曜日～土曜日（日祝祭日休み） 

８：３０～１７：３０ 

☏ 0827-57-7461（直通） 

初
！ 

大竹市立図書館にて開催します！ 

認知症サポーター養成講座 
●日 時 ：令和４年９月２１日(水)14：00～15：15 

●場 所 ：大竹市立図書館 ２階     13:45受付開始 

 
認知症に関連する図書の紹介もあります！ 

●対象：大竹市在住の方 

大竹市内に勤務している方 

●申込締切：令和４年９月１６日（金） 

●申込方法： 

当センターへお問合せください。 

小学校や
市役所、公
民館等で
も開催し
ています。 

※ 新型コロナウイルス感染拡大の状況に応じて中止すること

もあります。詳細については、当センターまでお問合せくださ

い。ご参加いただく際は、感染拡大防止への取組(マスク着用、

体調確認等)へご協力をお願いいたします。 
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～玖波包括より～    高齢者虐待について 
 

高齢者虐待とは、高齢者虐待防止法で「養護者による高齢者虐待を養護者がその養護する高齢者に対し

て行う次の行為」と規定されています。虐待は閉ざされた家庭の中で行われる等、外からは見えにくいこ

とが多いものです。 

 
高齢者虐待が深刻化しないためには、地域住民や高齢者福祉に携わる人等といった身近な人が、高齢者虐

待のサインに気づき早期発見を行うことができるような関わりが大切になります。虐待はあってはならない

ことですが、虐待をしようと思って介護をしている人はいません。介護者（養護者）の方を責めるのではな

く、みんなで支えていく取組みも忘れてはなりません。 

※参考文献：市町村・地域包括支援センター・都道府県のための養護者による高齢者虐待対応の手引き(中央法規出版株式

会社) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 虐待の種別 虐待の内容 虐待のサインの例 

身体的虐待 
平手打ちや殴る、蹴る、やけどを負わ
せる、ベッドに縛り付ける、薬を過剰
に飲ませる 等 

・小さな傷が頻繁にみられる 
・急におびえたり、恐ろしがったりする 
・頭、顔、背中、上腕部の内側等にアザがある  
 等 

介護、世話の 
放棄、放任 

（ネグレクト） 

入浴させない、水分や食事を十分に与
えない、劣悪な環境で生活させる、必
要な介護、医療サービスを受けさせな
い 等 

・住居が極端に不衛生、異臭等がある 
・寝具や衣類が汚れたまま 
・必要な薬を飲んでいない 等 

心理的虐待 
しかりつける、怒鳴る、悪口を言う、
子ども扱いする、無視する等 

・指しゃぶり、かきむしり等の悪習慣が見られる 
・怯え、泣く、叫ぶなどの不安定な精神状態 
・食欲の変化 等 

性的虐待 
わいせつな行為を強要する、排泄の失
敗等により、懲罰的に下半身を裸にし
て放置する 等 

・急におびえたり、恐ろしがったりする 
・人目を避けるようになり、多くの時間を一人で
過ごす 等 

経済的虐待 

日常的に必要な金銭を渡さない、使わ
せない、本人の自宅等を無断で売却す
る、本人の意思・利益に反して預貯金
を使用する 等 

・サービス費や家賃等の支払いが困難となる 
・急にお金がないと訴えたり、費用負担のかかるサ
ービスはやめたいと訴える 等 

＜防火訓練＞ 

「消防設備の適切な運用方法と使用手順の再確認」
 

 令和 4 年 7 月 28 日（木）、別館・介護老人保健施設ゆうゆ・地域生活支援センターみらいにて防火訓練を行

いました。今回の防火訓練では、業者による消防機器の説明や質疑応答の時間を設け、「消防施設の適切な運用

方法と使用手順の再確認」をテーマに訓練を行いました。 

 訓練では、火災状況の把握・消防への連絡など、多くの 

場面で消防設備を使用し、多くの職員が消防設備に関する 

知識をより一層深めることができました。 

 

 今後も患者様が安心して療養生活を送れるよう 

適切な医療サービスに努めて参ります。 
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膵臓癌の早期発見にむけて 
非常勤内科医師 芹川 正浩 

 

膵臓癌とは膵臓に発生する悪性腫瘍のことを指しますが、その悪性度の高さから「がんの王様」と呼

ばれています。医療の発展した今日においても、体中すべての癌腫のなかで 5 年生存率（がんと診断し

た後適切な治療を受けて、5年後に生存している割合）が 10%を下回っているのは膵臓癌だけになりま

す。さらに悪いことに膵臓癌の年間発症数はなぜかずっと増加傾向にありますので、膵臓癌に対する取

り組みはまったなしで、もはや社会問題といっても過言ではありません。ただし明るい話題もでていま

す。膵癌を早期に発見して治療をすれば良好な予後が期待できることが報告され、腫瘍の大きさが

10mm 未満で見つかれば、5年生存率は 80%へと大幅に上昇します。 

それでは大きさが 10mm 未満で見つかっている膵癌はどれくらいあるのでしょうか？ 

残念ながら非常に少ないのが現状で、現時点では早期の診断例は膵癌全体の 2%にも届きません。早期

診断を困難にしている原因の一つに、病変が小さいため腫瘤を画像で捉えにくいことが挙げられていま

す。 

最近になって、膵癌の早期診断に関するさまざまな取り組みが報告されるようになってきました。画

像診断では、腫瘤は直接見えなくても CT や MRI で部分的にみられる膵臓の萎縮や主膵管の狭窄が早

期膵癌の間接的特徴として注目されています。  

では画像検査以外の特徴はどうでしょうか？残念ながら、早期膵癌のほとんど（75%）の患者さんに

は自覚症状はありません。無症状の方の多くは、健診やかかりつけ医を受診した際に、血液検査や腹部

エコー検査で膵臓の異常を指摘されて診断に至っていました。血液検査や腹部エコー検査は直接膵癌を

診断するツールではありませんが、膵癌を疑い、拾い上げるためにはとても大切な検査だといえます。

また膵臓癌になりやすい危険因子も徐々に明らかとなり、膵臓にできたのう胞（膵のう胞）や膵癌の家

族歴（一親等に何人の膵癌患者がいるか）があれば、膵癌の危険率も高くなることが分かっています。 

膵癌を早期に診断するためには、無症状の中から疑いのある患者さんをいかに拾い上げるかが重要なポ

イントだと思います。ぜひ何か気になった方はお近くの膵臓専門医までご相談ください。 

 

新入職員紹介 
 歯科 歯科助手 瀬畑 莉歩  ゆうゆ３階 看護師 森本 瑞恵 

不慣れなことも多いですが、明るく 長く続けていきたいと思います。 

元気に頑張ります！よろしくお願い よろしくお願いします。 

します！！  

 ゆうゆ 事務 松尾 梨夏  

業界も職種も未経験ですが、 

精一杯頑張りますので、 

よろしくお願いいたします。 

 

今月のトピックス 

患者様・ご家族様により良いサービスを提供していけるよう頑

張りたいと思います。宜しくお願い致します。 
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リハビリ（ST）特集  

 
誤嚥を防ぐための液体のとろみについて 

言語聴覚士 浴長 千秋 
 

【はじめに】 

嚥下機能（飲み込みの機能）は病気や加齢等の原因によって低下します。 

嚥下機能が低下すると、本来食道に入っていくべきものが誤って気管に入り（これを誤嚥といいます）、

肺炎になってしまうことがあります。誤嚥による肺炎を防ぐには、①誤嚥しないこと、②万が一誤嚥し

ても肺炎にならないよう喀出力(咳で出す力)や免疫力を高めることが大切です。今回取り上げるのは液

体の誤嚥防止となるとろみについてです。 

 

【液体は流れるスピードが速いので誤嚥しやすい】 

食べ物（固形物）と飲み物（液体）では、飲み込むときの動きが少し違います。液体は喉へ流れ込むス

ピードが速く、まとまりがつきにくいので、ゴクンが間に合わないなど、タイミングがずれやすくなり

ます。よって、嚥下障害が起こると最も飲み込みにくくなるのは液体なのです。 

 

【液体の誤嚥を防ぐために必要なのがとろみ】 

液体を飲み込むタイミングが合わないと、『ムセ』がみられます。液体でむせる方には、とろみを付ける

と誤嚥防止に繋がります。液体にまとまりをつくり、流れるスピードをゆるめることで、飲み込むタイ

ミングがずれにくくなる効果があります。 

その際とろみ剤を使用しますが、よく間違われるのは片栗粉です。片栗粉との大きな違いは、①冷たく

ても熱くてもとろみがつけられるところ、②唾液が混ざってもサラサラに戻りにくいところです。誤嚥

防止のとろみ付加には必ず専用のとろみ剤を使用します。 

 

【嚥下状態に適したとろみを付けよう】 

とろみの段階については、日本摂食嚥下リハビリ

テーション学会で正式に定められています。水・

お茶 100ml あたり、1～3ｇで調整すると良いで

しょう。 

【注意点】 

注意点としては、①上記の範囲より濃すぎるとろ

みは喉に張り付きかえって危険なこと、②牛乳や

オレンジジュース等はとろみがつくのに時間がかかることです。 

 

【とろみの付け方】 

 

 

 

 

 

 

【さいごに】 

今すぐにご家庭でとろみを付けることはないかもしれませんが、とろみの意義を正しく理解しておくこ

とで今後とろみが必要になった際に役立てていただけると幸いです。 

 

参考文献 

大野木宏彰:いつでもどこでもすぐできる頸部聴診法を使った嚥下の見える評価マニュアル,メディカ出版,大阪,2014,3-

5,33 
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  月 火 水 木 金 土 

精神科 石井 知行 野見山 敏之 石井 知行 野見山 敏之 河内 英基 岡村 仁 

内科 佐々木 雅敏 佐々木 富美子 松尾 行雄 

加藤 礼子 

茶山 一彰 

（第２・第４） 

 芹川 正浩 

歯科 
広大医師 

第２月曜のみ 
広大医師 広大医師 広大医師   

認知症疾患 

医療センター 

石井 伸弥 

（初診） 

石井 伸弥 

（初診） 
日野 亮真 日野 亮真  河内 英基 

 

★診療時間：精神科 9:15～12:00･内科 9:30～12:00・歯科 9:15～12:00 

 認知症疾患医療センター9：30～12：00（予約及び緊急時は午後も診察します。） 

★当院外来では、ヘリカルＣＴ、腹部超音波検査を行っています。御希望の方は外来スタッフまで

お申し出下さい。 

 ※ヘリカルＣＴ・レントゲン検査は午前中のみになりますのでご注意下さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 リハビリスタッフ数（非常勤） 

理学療法士 11 名（5 名） 

言語聴覚士 3 名（0 名） 

作業療法士 10 名（1 名） 

合計 24 名（6 名）※基準数 13 名 

 常勤医師 非常勤 医師合計数 

精神科 5 名 2 名 7 名 

内科 4 名 15名 19名 

放射線科 1 名 0 名 1 名 

合計 10名 17名 
27名 
※基準数 9 名 

    

歯科 0 名 5 名 5 名 

認知症疾患医療センターで、もの忘れ外来も実施しております。 

当院では敷地内での喫煙を健康増進法に従って禁止しています。喫煙につきましては、敷地外の所定の喫

煙場所でお願い致します。皆様のご理解とご協力をよろしくお願い致します。 

★入院、退院、在宅サービス、施設見学についてのご相談、また、苦情、お困りごと、その他、ご質問

等ございましたら、地域連携室までお気軽にご相談下さい。スタッフ一同、プライバシー保護を遵守

しておりますので、患者様、ご家族様から知り得た情報は了解なしに第三者に開示されることは決し

てありません。ご安心してご相談ください。 

★地域連携室の主な業務：入院相談・退院相談・入院生活や退院後の生活についてのご相談、医療福祉

サービスや制度などのご案内・諸手続の援助等  
 

地域連携室（メープルヒル病院本館１階）０８２７－５７－７４５１  

責任者 ：地域連携室 福原 啓司 
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医療法人社団 知仁会 

〒７３９－０６５１ 広島県大竹市玖波５丁目２番１号 
TEL ０８２７－５７－７４５１ 
FAX ０８２７－５７－５３１２ 

ホームページアドレス  http://tijinkai.or.jp/ 
 

メープルヒル病院                 介護老人保健施設ゆうゆ 
広島県西部認知症疾患医療・大竹市認知症対応・     ゆうゆ居宅介護支援事業所 
玖波地区地域包括支援・合併型センター         ゆうゆ訪問看護 
地域活動支援センターみらい              ゆうゆデイケア 
                           訪問リハビリテーション 
 
≪アクセス方法≫ 
■ ＪＲご利用 
 広島駅から玖波駅約４０分 
  玖波駅から 
バス・タクシー約５分／徒歩約１０分 
（玖波駅西口から送迎バスを運行しております。 
送迎バスは玖波駅発９：３０、１２：３５ 
となっております。） 

■ 山陽自動車道ご利用 
 大竹インターから約５分 

 

 

 

 

●メープルヒル病院、老人保健施設ゆうゆ、各社会復帰施設の紹介や知仁会から発行する広報誌、毎月の行事一覧、知仁会の

サービス案内などを掲載しています。 

また、皆様からの質問・相談窓口としてホームページ上にご意見板を用意していますので、知仁会に関する質問や日常生

活の様々な悩み・相談、また見学のお問い合わせ等ありましたら、お気軽にお尋ね下さい。 

 

●求人に関する情報もありますので、ご覧下さい。 

ホームページアドレス http://tijinkai.or.jp/ 

 

●本誌に掲載されております写真等につきましては、ご本人あるいはご家族の了承を得て掲載させて頂いております。 

 

●知仁会だよりについてのお問い合わせ、ご意見は担当：濱浦・横山・福島までお寄せ下さい。 

 

 
個人情報保護に関する医療法人社団知仁会の基本方針 

 

知仁会は常日頃より患者様・利用者様の視点に立ち、質の高い医療の実現とよりよいサービスの提供を目標として、診療業

務を営んでおります。患者様・利用者様の健康状態に応じて迅速に的確な医療を提供させて頂くためには、患者様・利用者様

に関する様々な医療情報が必要です。患者様・利用者様と確かな信頼関係を築き上げ、安心して医療サービスを受けて頂くた

めに、患者様・利用者様の個人情報の安全な管理は必須です。知仁会では、下記の基本方針に基づき、医療情報の管理を行い、

患者様・利用者様の個人情報保護に厳重な注意を払って参ります。 

 
１．個人情報保護に関する法律を遵守し、患者様・利用者様の情報を個人情報保護委員会で管理しています。 
２．診療及び病院の運営管理に必要な範囲においてのみ、患者様・利用者様の個人情報を収集しています。 
３．患者様・利用者様の個人情報への不正アクセス、紛失、改竄及び漏洩を防止し、安全対策を実施いたします。 
４．一部、検査等を外部の医療施設等に委託する場合があります。その際に、患者様・利用者様の情報をこれらの
施設に知らせる必要のある場合があります。この場合、知仁会では、信頼のおける施設等を選択すると同時に、
患者様・利用者様の個人情報が不適切に取り扱われないように契約を取り交わします。 

５．患者様・利用者様が継続的に良い医療を受けられるように、診療に関する情報を、病院、診療所などに提供す
る場合があります。また、ご本人様、ご家族様に事前に承諾をいただいたうえで、学会や研究等で医療の発展の
目的として情報を利用する場合があります。 

６．患者様・利用者様の必要に応じて、診療情報を開示しています。しかし、最良の治療の継続に支障をきたすこ
とが考えられる場合は、開示しないことがあります。 

７．知仁会では、患者様・利用者様の取り違えなどの事故を防ぐため、入院患者様・入所者様氏名を病室・療養室
前に掲示しております。ご理解、ご協力をお願いいたします。名札の掲示についてご希望がありましたらお申し
出ください。 

８．知仁会では、原則として面会制限は行っておりませんが、面会に関してご本人様、ご家族様の希望がありま 
したら病棟職員にお申し出ください。 

＜患者様へお願い＞ 
１．ご自身の健康に関する正確な情報をお伝えください。 
２．わからないことがありましたら、ご納得いただけるまでご質問ください。 

http://tijinkai.or.jp/

